
松
平
慶
永
と
慶
永
代
「
家
譜
」
に
つ
い
て

舟
澤
茂
樹

一
、
慶
永
と
福
井
藩
松
平
家

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
四
月
二
十
九
日
、
松
平
家
で
は
慶
永
の
養
子
で
当
主
で
も
あ
る
茂
昭
が
侯
爵
に

昇
叙
さ
れ
た
こ
と
を
祝
し
、
在
京
の
旧
藩
士
六
〇
〇
余
名
を
招
い
て
盛
大
な
祝
賀
の
宴
を
開
い
て
い
る
（「
家
譜
」

慶
永
二
一
〇

追
加
一
五
）。
慶
永
は
そ
の
席
上
で
「
東
照
宮
八
代
孫
、
秀
康
公
十
五
代
裔
」
の
肩
書
で
祝
辞
を

述
べ
て
い
る
。
慶
永
は
、
徳
川
家
の
直
系
（
田
安
徳
川
系
）
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
、
福
井
藩
の
藩
祖
秀
康
の
末

裔
で
あ
る
こ
と
を
も
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
も
当
松
平
家
と
将
軍
家
と
の
深
い
か
か
わ
り
と
歴
代
藩
主

に
注
目
し
な
が
ら
、
慶
永
出
自
の
背
景
に
つ
い
て
叙
述
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

�
慶
永
の
出
自

藩
祖
結
城
秀
康

徳
川
家
康
は
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
、
関
ケ
原
戦
に
大
勝
し
覇
権
を
確
立
し
た
。

家
康
次
男
の
結
城
秀
康
は
こ
の
大
戦
に
お
い
て
東
北
の
雄
上
杉
景
勝
の
動
き
を
封
ず
る
こ
と
で
殊
勲
の
功
績
を
挙

げ
、
そ
の
恩
賞
と
し
て
越
前
一
国
六
八
万
石
を
与
え
ら
れ
、
福
井
藩
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
加
賀
・
能
登

・
越
中
三
国
一
一
九
万
石
を
領
有
す
る
前
田
家
に
次
ぐ
石
高
で
あ
り
、
ま
た
福
井
藩
は
そ
の
外
様
の
雄
前
田
家
に

対
す
る
布
石
で
も
あ
っ
た
。
秀
康
は
、
北
庄
（
福
井
）
を
居
城
の
地
と
し
て
、
柴
田
勝
家
時
代
よ
り
も
そ
の
規
模

を
拡
大
整
備
し
て
城
下
町
を
再
建
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
秀
康
は
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
浜
松
城
外
宇
布
見
（
現
浜
松
市
西
区
雄
踏
町
宇
布
見
）
で
誕
生

し
た
が
、
そ
の
生
涯
に
は
運
命
を
か
え
る
転
機
が
三
回
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
が
同
十
二
年
で
、
豊
臣
秀
吉
の
養
子

と
な
り
秀
康
を
名
乗
る
。
養
父
秀
吉
の
「
秀
」
と
実
父
家
康
の
「
康
」
に
ち
な
む
も
の
で
、
彼
の
置
か
れ
た
微
妙

な
立
場
が
う
か
が
え
る
。
二
回
目
の
転
機
は
同
十
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
秀
吉
の
配
慮
と
家
康
の
了
解
の
も
と
に

解

説



関
東
の
豪
族
結
城
家
の
当
主
と
な
っ
て
い
る
。
三
回
目
の
転
機
が
前
述
の
越
前
拝
領
で
あ
り
、
慶
長
十
二
年
閏
四

月
八
日
に
三
十
四
歳
を
一
期
と
し
て
同
地
で
病
没
し
て
い
る
。
彼
の
得
た
極
官
は
正
三
位
・
権
中
納
言
で
あ
っ
た
。

（「
家
譜
」
慶
永
二
一
〇

追
加
一
三

明
治
十
七
年
八
月
二
十
九
日
条
）。

秀
康
の
後
継
者
と
し
て
福
井
藩
主
に
就
い
た
の
が
嫡
男
松
平
忠
直
で
あ
る
。
慶
長
十
六
年
、
叔
父
に
当
る
二
代

将
軍
徳
川
秀
忠
の
三
女
勝
姫
を
正
室
に
迎
え
た
。
豊
臣
家
滅
亡
の
大
坂
の
陣
で
は
活
躍
し
た
が
、
元
和
九
年
（
一

六
二
三
）
二
十
九
歳
の
時
、
豊
後
に
移
さ
れ
た
。
将
軍
秀
忠
は
、
秀
康
の
孫
で
あ
る
九
歳
の
嫡
子
、
仙
千
代
（
光

長
）
に
越
前
六
八
万
石
を
継
承
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
翌
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
四
月
、
将
軍
の
代
替
り
が

あ
っ
て
、
徳
川
家
光
が
三
代
将
軍
と
な
る
や
、
秀
康
次
男
松
平
忠
昌
に
越
前
の
う
ち
五
〇
万
石
を
与
え
て
、
仙
千

代
は
叔
父
忠
昌
の
旧
領
で
あ
る
越
後
高
田
二
五
万
石
に
移
さ
れ
て
い
る
。

忠
昌
と
そ
の
末
裔

福
井
藩
主
と
な
っ
た
松
平
忠
昌
は
藩
の
法
令
を
整
備
す
る
こ
と
に
尽
力
し
、
寛
永
十
四

年
に
は
越
前
国
内
で
二
万
五
〇
〇
〇
石
が
加
増
さ
れ
た
。
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）、
四
十
九
歳
で
病
没
し
た
が
、

そ
の
官
位
は
正
四
位
下
参
議
で
あ
り
、
当
時
の
大
名
の
中
で
は
高
位
で
あ
っ
た
。

忠
昌
没
後
、
嫡
男
松
平
光
通
が
越
前
五
二
万
五
〇
〇
〇
石
の
大
国
を
継
承
し
て
い
る
。
光
通
に
は
二
弟
が
お
り
、

忠
昌
次
男
昌
勝
に
松
岡
（
吉
田
郡
）
五
万
石
、
同
三
男
昌
親
に
は
吉
江
（
丹
生
郡
）
二
万
五
〇
〇
〇
石
を
内
分
知

し
、
両
支
藩
が
成
立
し
た
。

光
通
は
歴
代
の
福
井
藩
主
の
中
で
は
英
明
の
誉
れ
高
く
、
父
忠
昌
の
遺
業
で
あ
る
法
令
の
整
備
を
継
承
尽
力
す

る
と
と
も
に
、
文
化
・
教
育
の
振
興
に
も
著
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
京
よ
り
高
名
な
儒
者
伊
藤
担
庵（
宗
恕
）

を
招
い
て
藩
学
の
基
礎
を
固
め
、
名
僧
大
愚
宗
築
を
招
聘
し
て
大
安
禅
寺
を
創
建
し
て
い
る
。

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）、
光
通
の
急
死
後
そ
の
遺
言
に
よ
り
吉
江
藩
主
で
あ
っ
た
松
平
昌
親
が
福
井
藩
主
に

就
き
、
領
知
高
は
吉
江
領
を
加
え
て
四
七
万
五
〇
〇
〇
石
と
な
っ
た
。
昌
親
は
兄
昌
勝
と
の
折
合
い
を
は
か
る
た

め
に
昌
勝
長
男
の
綱
昌
を
養
子
に
迎
え
、
同
四
年
に
藩
主
の
座
を
譲
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
綱
昌
は
在
位
十
一

年
目
の
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
閏
三
月
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
に
よ
っ
て
改
易
の
厳
し
い
処
分
を
受
け
た
。
越
前



松
平
家
は
、
徳
川
一
門
中
の
名
家
で
あ
る
た
め
養
父
昌
親
に
越
前
の
う
ち
新
規
に
二
五
万
石
の
領
知
が
与
え
ら
れ

て
藩
の
存
続
が
は
か
ら
れ
た
。
こ
の
事
件
は
石
高
の
半
減
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
名
家
と
し
て
の
家
格
も
著
し

く
低
下
さ
せ
て
い
る
。
昌
親
は
、
後
に
将
軍
綱
吉
の
一
字
を
与
え
ら
れ
て
吉
品
と
改
め
、
藩
の
再
興
に
尽
力
し
た
。

ち
な
み
に
昌
親
の
官
位
は
従
四
位
下
少
将
で
あ
っ
た
。

忠
昌
の
血
統
を
継
承
し
た
藩
主
と
し
て
は
吉
品
の
後
に
吉
邦
・
宗
昌
と
二
代
続
い
た
。
吉
邦
は
、
松
岡
藩
主
松

平
昌
勝
の
六
男
で
あ
り
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
か
ら
優
れ
た
藩
主
と
し
て
評
価
さ
れ
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

に
越
前
の
幕
府
領
の
う
ち
一
〇
万
石
余
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
預
領
）。
吉
邦
は
同
六
年
十
二
月
に
死
去
、

後
継
の
藩
主
に
は
幕
命
に
よ
り
吉
邦
の
実
兄
で
あ
る
松
岡
藩
主
松
平
宗
昌
が
迎
え
ら
れ
た
。
か
く
し
て
福
井
藩
領

は
旧
松
岡
領
五
万
石
を
併
合
し
て
三
〇
万
石
に
増
大
し
た
。
宗
昌
の
福
井
藩
主
と
し
て
の
在
職
は
僅
か
二
年
半
で
、

享
保
九
年
に
病
没
し
、
こ
こ
に
忠
昌
の
血
統
は
絶
え
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
、
藩
祖
秀
康
の
五
男
、
松
平
直
基
の
曾

孫
に
当
る
松
平
宗
矩
を
福
井
藩
主
の
座
に
つ
か
せ
た
。

将
軍
一
族
の
藩
主
就
任

松
平
宗
矩
は
越
前
松
平
家
の
家
格
を
昔
日
の
高
さ
に
戻
す
こ
と
を
悲
願
と
し
た
。

宗
矩
は
妻
に
先
立
た
れ
、
実
子
も
い
な
い
こ
と
か
ら
将
軍
一
族
よ
り
養
子
を
迎
え
た
い
と
幕
府
に
懇
請
し
た
。
そ

の
甲
斐
あ
っ
て
福
井
藩
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）、
前
将
軍
吉
宗
の
四
男
一
橋
家
徳
川
宗
尹
の
嫡
子
重
昌
を
養

子
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
重
昌
は
十
六
歳
の
若
さ
で
病
没
し
た
。
幕
府
で
は
引
き
続
き
一
橋
家
の

嫡
子
重
富
に
相
続
さ
せ
て
い
る
。
重
富
の
藩
主
と
し
て
の
在
位
期
間
は
四
一
年
の
長
期
に
お
よ
ん
だ
。
こ
の
間
、

重
富
は
三
代
の
将
軍
に
仕
え
た
が
、
九
代
将
軍
家
重
は
伯
父
に
当
り
、
十
代
将
軍
家
治
は
従
兄
、
十
一
代
将
軍
家

斉
は
甥
と
い
う
よ
う
に
将
軍
家
と
血
縁
的
に
深
く
結
ば
れ
て
い
た
。
重
富
の
官
位
は
正
四
位
下
中
将
に
累
進
し
、

養
祖
父
宗
矩
の
悲
願
で
あ
っ
た
、
忠
昌
の
代
ま
で
の
家
格
再
興
は
達
成
し
た
。
一
橋
系
の
藩
主
は
重
昌
・
重
富
・

治
好
・
斉
承
と
四
代
続
き
、
治
好
代
に
は
嫡
男
斉
承
の
正
室
と
し
て
将
軍
家
斉
の
息
女
浅
姫
を
迎
え
、
そ
の
縁
で

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
二
万
石
の
加
増
が
あ
り
、
領
知
高
は
三
二
万
石
に
な
っ
た
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）、

斉
承
の
急
逝
で
将
軍
家
斉
の
二
十
四
男
斉
善
が
後
継
の
藩
主
と
し
て
就
任
し
た
。
翌
七
年
に
斉
善
は
幕
府
に
嘆
願



書
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
「
古
借
新
借
惣
高
九
拾
万
両
余
之
借
財
」（「
家
譜
」
斉
善
一
七
〇

天
保
七
年
二
月
十

七
日
条
）
と
破
局
的
な
藩
の
財
政
事
情
を
訴
え
、
そ
の
救
済
を
求
め
て
い
る
。
深
刻
な
藩
財
政
悪
化
の
要
因
は
重

昌
以
降
将
軍
家
大
奥
の
奢
侈
の
風
習
が
当
家
に
流
入
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
後
年
、
松
平
慶
永
は
著
書
『
真
雪
草

紙
』
の
中
で
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
重
富
に
つ
い
て
「
当
家
の
風
を
、
一
橋
家
の
風
ニ
な
さ
ん
と
思
召
立

せ
給
ふ
よ
う
ニ
思
ハ
る
�
な
り
。
一
橋
家
之
風
と
い
ふ
ハ
即
公
儀
風
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
、
福
井
藩
で

は
財
政
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
年
貢
増
徴
や
御
用
金
の
賦
課
を
強
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
領
民
は
一
揆

を
も
っ
て
抵
抗
し
た
。
そ
の
顕
著
な
事
例
が
、
重
富
時
代
の
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
生
起
し
た
越
前
大
一
揆

で
あ
る
。

�
幕
末
期
の
慶
永

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
十
月
、
斉
善
の
死
去
に
よ
り
田
安
徳
川
家
出
身
の
松
平
慶
永
（
春
嶽
）
が
福
井
藩
主

に
就
い
た
。
十
一
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
（「
家
譜
」
慶
永
一
七
五

十
一
月
二
十
三
日
条
）。
慶
永
は
深
刻
な
藩
財

政
の
実
情
を
直
視
し
、
数
年
後
に
は
側
近
中
根
雪
江
等
に
命
じ
て
藩
政
改
革
に
着
手
し
て
い
る
。
最
初
に
実
施
し

た
の
が
厳
し
い
倹
約
令
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
消
極
的
な
倹
政
で
は
根
本
的
な
解
決
策
に
は
な
り
得
ず
、
安
政
年

間
に
は
殖
産
興
業
的
な
富
国
策
に
切
り
替
え
て
い
る
。
慶
永
は
藩
政
改
革
に
力
を
注
ぎ
、
藩
財
政
の
再
建
に
と
ど

ま
ら
ず
、
人
材
の
育
成
を
計
る
た
め
に
積
極
的
な
教
学
の
刷
新
も
行
っ
て
い
る
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
開

校
し
た
藩
校
明
道
館
が
そ
れ
で
あ
り
、
文
武
一
致
・
学
政
一
致
を
教
学
の
理
念
に
掲
げ
て
、
新
進
気
鋭
の
橋
本
左

内
を
登
用
し
、
彼
は
そ
の
推
進
力
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
黒
船
来
航
を
契
機
と
し
て
幕
末
動
乱
の
時
代
に
入
り
、
徳
川
幕
府
は

開
国
か
鎖
国
の
維
持
か
の
重
大
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
。
同
時
に
病
弱
で
そ
の
資
質
に
も
欠
け
て
い
る
将
軍
家
定

を
め
ぐ
る
「
将
軍
継
嗣
」
が
政
治
問
題
化
し
た
。
優
れ
た
後
継
者
を
得
る
こ
と
で
幕
政
改
革
を
意
図
し
た
一
派
は

一
橋
家
の
徳
川
慶
喜
を
推
挙
し
、
他
方
血
縁
的
に
近
い
人
物
を
継
嗣
と
す
る
こ
と
で
従
来
の
路
線
を
維
持
し
よ
う

と
す
る
党
派
は
紀
州
徳
川
家
の
徳
川
慶
福
（
後
の
家
茂
）
を
擁
立
し
た
。
慶
永
は
、
血
縁
的
に
は
慶
福
に
極
め
て



近
か
っ
た
が
、
幕
政
改
革
派
の
中
心
人
物
と
し
て
活
動
し
た
。
一
方
、
保
守
派
の
代
表
は
譜
代
大
名
の
重
鎮
で
あ

る
彦
根
藩
主
井
伊
直
弼
で
、
大
老
と
な
っ
て
果
断
に
対
処
し
、
慶
福
の
将
軍
継
嗣
が
決
定
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、

安
政
五
年
七
月
慶
永
は
隠
居
・
急
度
慎
を
命
ぜ
ら
れ
て
藩
主
の
座
を
退
く
。
三
十
一
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
（「
家

譜
」
慶
永
二
〇
四

安
政
五
年
七
月
五
日
条
）。
幕
命
に
よ
り
福
井
藩
主
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
一
族
中
の
越
後
糸

魚
川
藩
主
松
平
直
廉
で
、
新
将
軍
家
茂
の
一
字
を
拝
領
し
名
を
茂
昭
と
改
め
て
い
る
。

井
伊
大
老
の
専
制
政
治
は
長
続
き
せ
ず
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
桜
田
門
外
の
変
に
よ
っ
て
時
代
は
激
変

し
た
。
公
武
合
体
の
政
治
気
運
が
急
上
昇
す
る
中
で
幕
府
の
中
枢
に
改
革
派
の
復
権
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、
公
武
合
体
派
の
推
進
力
と
し
て
将
軍
後
見
職
に
徳
川
慶
喜
、
政
事
総
裁
職
（
大

老
相
当
）
に
松
平
慶
永
が
就
任
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
は
既
に
逸
し
て
お
り
、
幕
政
改
革
派
の
前
面
に
は
尊

攘
激
派
が
立
ち
は
だ
か
り
、
翌
三
年
三
月
慶
永
は
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
年
十
二
月
に
は
孝
明

天
皇
よ
り
朝
廷
参
預
職
を
命
ぜ
ら
れ
、
翌
元
治
元
年
四
月
に
そ
の
功
に
よ
り
参
議
・
正
四
位
上
に
叙
任
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
春
、
行
き
詰
ま
っ
た
政
局
の
打
開
の
た
め
に
四
賢
公
会
議
を
主
宰
す
る
な

ど
終
始
尊
王
・
敬
幕
と
開
国
の
路
線
を
堅
持
し
、
調
停
役
に
徹
し
て
最
悪
の
局
面
を
回
避
す
る
こ
と
に
尽
力
し
て

い
る
。
幕
末
動
乱
に
お
い
て
慶
永
と
福
井
藩
は
将
軍
徳
川
慶
喜
の
大
政
奉
還
と
新
政
権
の
樹
立
に
貢
献
し
た
の
で

あ
っ
た
。

�
明
治
期
の
慶
永

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
二
月
九
日
、
王
政
復
古
の
宣
言
が
あ
り
、
公
武
の
旧
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
総
裁
・

議
定
・
参
与
の
三
職
を
首
脳
と
す
る
新
政
権
が
樹
立
し
た
。
議
定
一
〇
名
は
、
親
王
二
名
・
廷
臣
三
名
・
諸
侯
五

名
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
諸
侯
の
議
定
に
は
当
時
御
所
の
警
備
を
分
担
し
て
い
た
薩
摩
・
土
佐
・
尾
張
・
安
芸
・
越

前
五
藩
か
ら
選
任
さ
れ
、
松
平
慶
永
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

年
が
明
け
て
一
月
三
日
、
旧
幕
府
軍
は
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
の
火
蓋
を
切
っ
た
こ
と
か
ら
朝
敵
と
さ
れ
、
同
月
七

日
に
は
最
後
の
将
軍
徳
川
慶
喜
に
対
し
て
追
討
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
慶
永
は
、
宗
家
救
援
に
腐
心
し
た
こ
と
も
あ



っ
て
新
政
権
内
で
次
第
に
孤
立
し
疎
外
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
慶
永
は
内
国
事
務
総
督
（
慶
応
四
年
一
月
）

・
民
部
官
知
事
（
明
治
二
年
五
月
）
・
大
学
別
当
兼
侍
読
（
同
年
八
月
）
な
ど
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
七
月
に
は
大
学
別
当
兼
侍
読
を
辞
し
新
政
権
首
脳
部
を
去
っ
た
。
こ
の
間
、「
明
治
維
新
」
に
尽
力

し
た
と
し
て
慶
応
四
年
六
月
に
従
二
位
・
権
中
納
言
、
翌
明
治
二
年
九
月
に
は
位
一
級
を
進
め
て
正
二
位
に
栄
進

し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
が
天
下
人
徳
川
家
康
の
次
男
で
あ
っ
た
福
井
藩
の
藩
祖
結
城
秀
康
の
極
官
は
正
三
位
・

権
中
納
言
で
あ
っ
た
。

慶
永
は
、
明
治
三
年
七
月
大
学
別
当
兼
侍
読
の
職
を
辞
し
た
同
日
付
で
「
麝
香
間
祗
候
」
の
辞
令
を
受
け
て
い

る
（「
家
譜
」
慶
永
二
一
〇

追
加
四

明
治
三
年
七
月
十
三
日
条
）。「
麝
香
間
祗
候
」
と
は
「
華
族
・
親
任
官

お
よ
び
維
新
の
勲
功
の
あ
っ
た
者
に
与
え
ら
れ
た
資
格
」
と
さ
れ
る
（『
広
辞
苑
』）。
ち
な
み
に
明
治
二
十
年
の

有
資
格
者
を
み
る
と
従
一
位
勲
一
等
公
爵
島
津
久
光
か
ら
従
三
位
徳
川
昭
武
ま
で
二
五
名
で
あ
り
、
当
時
「
正
二

位
勲
二
等
」
で
あ
っ
た
松
平
慶
永
は
十
七
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
（「
家
譜
」
慶
永
二
一
〇

追
加
一
五

明
治
二
十
年
十
月
二
十
日
条
）。
慶
永
の
官
位
は
そ
の
後
も
昇
叙
さ
れ
、
明
治
二
十
一
年
九
月
に
は
特
旨
を
以
っ

て
従
一
位
と
な
り
、
翌
二
十
二
年
六
月
に
は
勲
一
等
旭
日
大
綬
章
を
拝
受
し
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
明
治
期
の
慶
永
は
松
平
家
の
当
主
で
は
な
い
。
戸
籍
上
、
慶
永
は
「
松
平
茂
昭

養
父
・
隠
居
」
な
の
で
あ
る
。
明
治
十
七
年
七
月
、
爵
位
の
制
度
が
定
め
ら
れ
、
五
〇
九
名
の
叙
爵
者
は
公
・
侯

・
伯
・
子
・
男
の
五
等
に
分
け
ら
れ
た
。
松
平
茂
昭
は
、
旧
藩
の
領
知
高
に
対
応
し
た
伯
爵
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
二
十
一
年
一
月
、
茂
昭
は
、
養
父
慶
永
の
勲
功
に
よ
っ
て
侯
爵
に
昇
爵
さ
れ
た
。

慶
永
の
生
活
の
本
拠
は
、
茂
昭
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
で
長
ら
く
東
京
府
小
石
川
区
水
道
町
に
置
か
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
二
十
年
四
月
同
区
内
の
関
口
町
に
別
邸
が
新
築
さ
れ
、
慶
永
は
節
子
・
正
子
・
友
子
・
慶
民
・
錦

之
丞
の
五
子
を
伴
っ
て
移
居
し
た
。
な
お
、
勇
子
夫
人
は
同
年
一
月
六
日
に
死
去
し
た
。

本
邸
と
別
邸
の
経
費
負
担
で
あ
る
が
、
華
族
銀
行
一
年
分
の
利
子
収
入
一
万
八
〇
〇
〇
円
を
三
等
分
し
、「
慶

永
用
途
」・「
茂
昭
用
途
」・「
一
般
家
事
用
途
」
に
各
六
〇
〇
〇
円
が
宛
て
ら
れ
て
い
た
（「
家
譜
」
慶
永
二
一
〇



追
加
一
四

明
治
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
条
）。

慶
永
は
、
明
治
二
十
三
年
六
月
二
日
、
関
口
邸
に
お
い
て
死
去
し
て
い
る
。
享
年
六
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

二
、
慶
永
代
「
家
譜
」
の
編
纂

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
十
二
月
五
日
、
慶
永
と
茂
昭
は
毛
受
洪
と
長
崎
基
近
・
早
見
覚
哉
の
両
名
に
対
し

て
世
譜
の
完
成
に
つ
き
謝
辞
を
述
べ
て
い
る
（「
家
譜
」
慶
永
二
一
〇

追
加
七
）。
毛
受
は
監
修
の
役
割
を
果
し
、

長
崎
・
早
見
の
両
名
が
編
修
の
実
務
に
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
松
平
文
庫
「
御
世
譜
御
帳
目
録
」

（
明
治
十
年
十
一
月
十
三
日
）
の
奥
書
に
「
右
之
通
更
ニ
取
調
仕
候
也

長
崎
基
近
・
早
見
覚
哉
」
と
あ
る
の
は

編
修
の
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
文
庫
に
は
藩
祖
結
城
秀
康
か
ら
明
治
三
年
の
茂
昭
に
至
る
二
三
三
巻
に

お
よ
ぶ
「
越
前
世
譜
」
の
草
稿
本
が
現
存
し
て
お
り
、
当
時
の
成
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
実
務
の

責
任
者
で
あ
っ
た
長
崎
基
近
（
藤
四
郎
）
は
、
明
治
初
年
の
「
旧
藩
制
役
成
」（
『
福
井
市
史

資
料
編
５

近

世
三
』
所
収
）
に
よ
る
と
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
右
筆
本
役
と
な
り
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
は
評
定

局
書
記
受
込
（
御
内
用
右
筆
御
用
引
受
）
の
役
職
に
あ
っ
た
。
毛
受
洪
（
将
監
）
は
同
書
に
よ
る
と
寄
合
席
の
上

士
で
あ
り
、
慶
応
二
年
「
中
老
役
」、
同
四
年
「
御
世
譜
掛
り
」
の
高
官
で
あ
っ
た
。
な
お
、
世
譜
の
編
修
は
明

治
十
一
年
以
後
も
継
続
さ
れ
て
お
り
、
慶
永
代
に
関
し
て
は
慶
応
三
年
の
二
一
〇
巻
を
区
切
り
と
し
、
以
後
は「
二

百
十
巻
之
追
加
」
と
し
て
明
治
二
十
三
年
の
慶
永
没
年
ま
で
一
七
冊
が
書
き
継
が
れ
て
い
る
（
巻
末
参
考
資
料
表

１
参
照
）。

明
治
期
に
お
け
る
編
修
関
係
者
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
幕
末
期
に
お
け
る
編
修
の
体
制
に
つ
い
て
も
略
述
し
て

お
き
た
い
。

慶
永
代
の
「
嘉
永
五
子
年
給
帳
」（
『
福
井
県
史

資
料
編
３

中
・
近
世
一
』
所
収
）
よ
り
世
譜
方
右
筆
の

関
係
者
を
抄
出
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



「

（
末
之
番
外
）

拾
七
人
扶
持

世
譜
方
右
筆
用
引
受

田
川
清
介

書
院
番

一
番

切
米
廿
五
石
五
人
扶
持

世
譜
方
右
筆

根
来
左
大
夫

切
米
廿
五
石
五
人
扶
持

世
譜
方
右
筆

跡
部
又
八

切
米
廿
五
石
五
人
扶
持

世
譜
方
右
筆

久
保
一
郎
右
衛
門

書
院
番

二
番

切
米
廿
五
石
五
人
扶
持

世
譜
方
右
筆

大
越
猪
左
衛
門

切
米
廿
五
石
五
人
扶
持

世
譜
方
右
筆

原
田
甚
五
左
衛
門
」

と
こ
ろ
で
、
士
分
の
人
事
記
録
で
あ
る
「
�
札
」（
松
平
文
庫
）
に
精
通
し
て
い
る
田
原
健
子
氏
よ
り
「
世
譜

方
」
に
関
し
て
寄
合
席
の
上
士
で
あ
る
富
永
新
左
衛
門
が
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
二
月
二
十
四
日
か
ら
翌
三
年

五
月
六
日
ま
で
の
期
間
「
御
世
譜
掛
り
」
で
あ
る
と
の
御
教
示
を
得
た
。
前
記
給
帳
に
は
「
高
三
百
石

用
人
奏

者
兼

富
永
新
左
衛
門
」
と
の
み
あ
る
が
、
当
時
世
譜
掛
り
の
責
任
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
用
人
奏
者
兼
は
数

人
い
て
、「
徒
支
配
」
・
「
鷹
支
配
」
・
「
鵜
支
配
」
・
「
世
譜
方
（
支
配
）」
と
い
っ
た
よ
う
に
分
担
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
な
お
、
給
帳
の
表
題
に
「
嘉
永
五
子
年
」
と
付
さ
れ
て
い
る
の
は
同
書
の
奥
書
に
「
嘉
永
五
壬
子
年

十
月
吉
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
奥
書
の
年
号
・
日
付
は
本
給
帳
の
成
立
時
期
を
明
示
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
実
、
原
本
は
常
時
人
事
記
録
の
異
動
の
紙
片
を
貼
り
替
え
る
こ
と
で
変
化
し
て
い
る
。
本
給
帳
の

内
容
は
安
政
三
年
頃
の
状
況
を
示
す
も
の
と
考
え
た
い
。
従
っ
て
当
時
の
世
譜
方
の
責
任
者
は
富
永
新
左
衛
門
で
、

実
務
の
総
括
が
田
川
清
介
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
世
譜
編
修
の
実
務
を
理
解
す
る
た
め
の
参
考
に
そ
の

実
力
者
田
川
の
関
係
履
歴
を
「
�
札
」
よ
り
抄
出
し
て
お
く
。

天
保
十
四
年
十
一
月
八
日

右
筆
、
書
院
番
組

天
保
十
五
年
六
月
十
六
日

家
譜
御
用
振
退
勤



嘉
永
二
年
九
月
十
六
日

家
譜
方
右
筆
御
用
引
受

嘉
永
四
年
三
月
十
七
日

御
世
譜
書
継
御
用
出
精
相
勤
大
儀
ニ
被
思
召

嘉
永
五
年
六
月
九
日

出
精
相
勤
候
ニ
付
役
儀
其
儘
格
式
末
之
番
外
十
七
人
扶
持

安
政
三
年
五
月
六
日

年
寄
候
ニ
付
隠
居

田
川
清
介
（
纓
）
は
、
福
井
藩
の
編
年
史
書
『
国
事
叢
記
』
の
編
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。
同
書
序
文
に
「
弘

化
三
年
（
一
八
四
六
）
十
二
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
家
譜
方
の
右
筆
に
専
念
し
て
い
た
時
期
に
『
国
事
叢
記
』

を
も
編
修
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
前
掲
田
川
履
歴
中
嘉
永
二
年
九
月
十
六
日
の
「
家
譜
方
右
筆
御
用
」
が
、
同
四
年
三
月
十
七
日
で
は
「
御

世
譜
書
継
御
用
」
と
「
家
譜
」
が
「
御
世
譜
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
御
家
譜
之
儀
以
後
ハ
御
世
譜
与

相
唱
候
様
」（「
家
譜
」
慶
永
一
九
〇

嘉
永
三
年
十
二
月
二
十
二
日
条
）
と
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。こ

れ
ま
で
慶
永
代
「
家
譜
」
の
編
修
に
関
し
て
そ
の
概
略
を
述
べ
て
き
た
。
福
井
藩
松
平
家
の
家
譜
編
修
の
全

容
に
つ
い
て
は
、『
福
井
県
史

通
史
編
３
』
に
お
い
て
「
福
井
藩
の
史
書
編
纂
」（
七
二
五
・
七
二
六
頁
）
と
し

て
言
及
さ
れ
、『
福
井
市
史

資
料
編
３
』
に
お
い
て
も
「
松
平
家
御
家
譜
」（
一
三
八
―
一
四
一
頁
）
と
し
て
略

述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
野
栄
俊
「
貞
享
期
に
お
け
る
越
前
松
平
の
家
史
編
纂
―
「
家
譜
」・「
世
譜
」
編
纂
前

史
―
」（『
若
越
郷
土
研
究
』
五
三
巻
二
号
）
に
お
い
て
詳
細
に
考
証
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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